
  

「一般乗合旅客自動車運送事業の路線一部廃止届出に係る意見聴取結果」の公表について 

 

道路運送法第１５条の２に基づき、熊本都市バス株式会社から届出があった一般乗合旅客自

動車運送事業の事業計画変更（路線廃止）届出に係る関係地方公共団体に対する意見聴取を

行いました。 

意見聴取結果は以下のとおりです。 

 

 

  



  

一般乗合旅客自動車運送事業の路線一部廃止届出に係る意見聴取結果について 

  

ア 届出の件名及び番号 

    一般乗合旅客自動車運送事業の路線一部廃止届出   

公示番号：九運公第１３２号 

事案番号：熊５廃９（熊本都市バス株式会社）  

 

イ 意見聴取の日時及び場所 

  令和６年３月２２日（金）１３時３０分から  

福岡合同庁舎新館 九州運輸局 １０階 会議室 

  

ウ 出席し、又は意見を記載した書類を提出した被聴取者の氏名 

 

【熊本県】 

熊本県企画振興部交通政策・統計局交通政策課長 坂本 弘道 

 

【熊本市】 

 熊本市都市建設局交通政策部移動円滑推進課長 木村 仁洋 

 

エ 陳述の要旨 

 

【熊本県】 

(1)地域協議会（熊本県地域公共交通協議会）・運送事業者（熊本都市バス株式会社）との

協議内容 

●  令和５年（２０２３年）１２月２８日付け都市バス第５－１６号で、熊本都市バ

ス（株）より路線廃止の申出書を受理。 

●  熊本県地域公共交通協議会におけるバス路線に係る生活交通の確保に関する協

議会運営要領第８条第１項の規定により、令和６年（２０２４年）３月２２日、熊

本市地域公共交通会議で協議予定。 

 

(2)自治体や住民等の意見 

   廃止される路線・バス停は一定の利用はあるものの、廃止区間において、デマンド型

タクシーの運行が予定されているなど、代替交通が確保されていることから、旅客の利

便の阻害は最低限に抑えられている。 

   以上のことから、今回の路線廃止はやむを得ないと考える。 

   しかしながら、地元住民や利用者等への説明及び周知については、同社と熊本市が協

力・連携しながら、引き続き丁寧に行っていただきたい。 

 

(3)路線廃止に対する代替交通の計画 

 デマンド型タクシーにて対応予定と聞いている。本県からは特に意見なし。 

 



  

(4)廃止予定日の繰り上げの可否 

   不可（路線廃止に係る地元住民及び利用者への周知期間が必要なため。） 

 

【熊本市】 

(1)地域協議会（熊本県地域公共交通協議会）・運送事業者（熊本都市バス株式会社）との

協議内容 

●  令和５年（２０２３年）１２月２８日付け都市バス第５－１６号で、熊本都市バ

ス（株）より路線廃止の申出書を熊本県地域公共交通協議会にて受理。 

●  令和６年（２０２４年）３月２２日、熊本市地域公共交通会議で審議予定。 

 

(2)自治体や住民等の意見 

当該路線については一定数の利用があり、本市の施策上、維持していくことが必要と

考えられることから、これまでも熊本市が補助を行ってきており、引き続き運行するこ

とが望ましいと考える。 

 しかし、深刻な乗務員不足や２０２４年４月の労働基準法改正への対応により、この

まま現状の運行を維持していくことは困難な状況と運送事業者から説明を受けており、

路線廃止の申出に至った経緯は理解できる。 

 一定数の利用がある以上、旅客の利便を全く阻害しないと言い難いが、当該路線の運

行地域において AI デマンドタクシーの導入を予定しており、それを利用することによ

って従前に近い移動手段が確保されることから利用者への影響はできる限り抑えられ

ると考える。 

 以上のことを総合的に鑑みると、この路線廃止はやむを得ないと判断するもの。 

 

(3)路線廃止に対する代替交通の計画 

上記のとおり、当該路線の運行地域を含む区域における AI デマンドタクシーの運行

で対応。 

 

(4)廃止予定日の繰り上げの可否  

   不可（路線廃止に係る利用者への周知期間及び AI デマンドタクシーの導入準備期間

が必要なため。） 

 


